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一般職の職員の給与に関する条例等の改正概要（第１号議案関係）

１ 給与改定内容

国家公務員等の例により、次のとおり給与改定を行う。

(1) 月例給

若年層に重点を置きつつ、全ての職員を対象に給料表の改定（平均 3.57％の増）

を行う。

【大学卒初任給】220,000 円 → 232,000 円（＋12,000 円）

【高校卒初任給】188,000 円 → 200,300 円（＋12,300 円）

(2) 期末勤勉手当

支給月数を次のとおり改定する。

ア 一般職 年間 4.60 月 → 4.65 月（＋0.05 月）

イ 特別職（議員を含む。） 年間 3.45 月 → 3.50 月（＋0.05 月）

ウ 再任用 年間 2.40 月 → 2.45 月（＋0.05 月）

6月期 12 月期 合計

一
般
職

R
7

期末 1.25 月 1.275 月 （＋0.025 月）
4.65 月（＋0.05 月）

勤勉 1.05 月 1.075 月 （＋0.025 月）

R
8
以
降

期末 1.2625 月 1.2625 月
4.65 月

勤勉 1.0625 月 1.0625 月

特
別
職
（
議
員
を
含
む
。）

R
7

期末 1.725 月 1.775 月 （＋0.05 月） 3.50 月（＋0.05 月）

R
8
以
降

期末 1.75 月 1.75 月 3.50 月

再
任
用

R
7

期末 0.70 月 0.725 月 （＋0.025 月）
2.45 月（＋0.05 月）

勤勉 0.50 月 0.525 月 （＋0.025 月）

R
8
以
降

期末 0.7125 月 0.7125 月
2.45 月

勤勉 0.5125 月 0.5125 月
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(3) その他の手当

ア 通勤手当

(ｱ) 自動車等の使用者（使用距離が片道１０ｋｍ未満の使用者を除く。）に係る

通勤手当の額を引き上げる。

(ｲ) 自動車等の使用者に係る通勤手当について、上限額を定め、その範囲内で規

則で定める額とする。

イ 宿日直手当

通常の勤務１回に係る支給額の上限を４，７００円に引き上げる。

２ 実施時期

(1) 月例給及びその他の手当（ア(ｱ)及びイに限る。）

令和７年４月１日

(2) 期末勤勉手当

令和７年１２月期

(3) その他の手当（ア(ｲ)に限る。）

令和８年４月１日
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一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
１
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
通
勤
手
当
）

第
１
０
条
の
５

略
２

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
支
給
単
位
期

間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
額

か
ら

、
そ

の
額

に
規

則
で

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

を
減

じ
た

額
）
と
す
る
。

(1
)
略

(2
)
前
項
第
２
号
に
掲
げ
る
職
員

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
支

給
単
位
期
間
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

ア
・
イ

略
ウ

使
用
距
離
が
片
道
１
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
１
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

７
，
３
０
０
円

エ
使
用
距
離
が
片
道
１
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
２
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

１
０
，
４
０
０
円

オ
使
用
距
離
が
片
道
２
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
２
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

１
３
，
５
０
０
円

カ
使
用
距
離
が
片
道
２
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
３
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

１
６
，
６
０
０
円

キ
使
用
距
離
が
片
道
３
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
３
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

１
９
，
７
０
０
円

ク
使
用
距
離
が
片
道
３
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
４
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

２
２
，
８
０
０
円

ケ
使
用
距
離
が
片
道
４
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
４
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

２
５
，
９
０
０
円

コ
使
用
距
離
が
片
道
４
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
５
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

２
９
，
１
０
０
円

サ
使
用
距
離
が
片
道
５
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
５
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

（
通
勤
手
当
）

第
１
０
条
の
５

略
２

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
支
給
単
位
期

間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
額

か
ら

、
そ

の
額

に
規

則
で

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

を
減

じ
た

額
）
と
す
る
。

(1
)
略

(2
)
前
項
第
２
号
に
掲
げ
る
職
員

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
支

給
単
位
期
間
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

ア
・
イ

略
ウ

使
用
距
離
が
片
道
１
０
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
１
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

７
，
１
０
０
円

エ
使
用
距
離
が
片
道
１
５
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
２
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

１
０
，
０
０
０
円

オ
使
用
距
離
が
片
道
２
０
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
２
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

１
２
，
９
０
０
円

カ
使
用
距
離
が
片
道
２
５
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
３
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

１
５
，
８
０
０
円

キ
使
用
距
離
が
片
道
３
０
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
３
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

１
８
，
７
０
０
円

ク
使
用
距
離
が
片
道
３
５
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
４
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

２
１
，
６
０
０
円

ケ
使
用
距
離
が
片
道
４
０
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
４
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

２
４
，
４
０
０
円

コ
使
用
距
離
が
片
道
４
５
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
５
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

２
６
，
２
０
０
円

サ
使
用
距
離
が
片
道
５
０
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
５
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
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改
正
後

改
正
前

満
で
あ
る
職
員

３
２
，
３
０
０
円

シ
使
用
距
離
が
片
道
５
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

３
５
，
５
０
０
円

ス
使
用
距
離
が
片
道
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員

３
８
，

７
０
０
円

３
～
６

略

（
宿
日
直
手
当
）

第
１

７
条

宿
日

直
勤

務
を

命
ぜ

ら
れ

た
職

員
に

は
、

そ
の

勤
務

１
回

に
つ

き
、
４
，
７
０
０
円
（
執
務
が
行
わ
れ
る
時
間
が
執
務
が
通
常
行
わ
れ
る
日

の
執
務
時
間
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
時
間
で
あ
る
日
で
規
則
で
定
め
る
も

の
に
退
庁
時
か
ら
引
き
続
い
て
行
わ
れ
る
宿
直
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額

は
、
７
，
０
５
０
円
）
を
宿
日
直
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務

時
間
が
５
時
間
以
内
の
場
合
は
そ
の
勤
務
１
回
に
つ
き
２
，
３
５
０
円
と
す

る
。

２
略

（
期
末
手
当
）

第
２
０
条

略
２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に

、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

１
０

０
分

の
１

２
５

、
１

２
月

に
支

給
す

る
場

合
に

は
１

０
０

分
の

１
２

７
．
５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る

当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

(1
)～

(4
)
略

３
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す

る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は

、
同

項
中

「
１

０
０

分
の

１
２

５
」

と
あ

る
の

は
「

１
０

０
分

の
７

０
」

と
、

「
１

０
０

分
の

１
２

７
．

５
」

と
あ

る
の

は
「

１
０

０
分

の
７

２
．
５
」
と
す
る
。

４
～
６

略

満
で
あ
る
職
員

２
８
，
０
０
０
円

シ
使
用
距
離
が
片
道
５
５
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

２
９
，
８
０
０
円

ス
使
用
距
離
が
片
道
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員

３
１
，

６
０
０
円

３
～
６

略

（
宿
日
直
手
当
）

第
１

７
条

宿
日

直
勤

務
を

命
ぜ

ら
れ

た
職

員
に

は
、

そ
の

勤
務

１
回

に
つ

き
、
４
，
４
０
０
円
（
執
務
が
行
わ
れ
る
時
間
が
執
務
が
通
常
行
わ
れ
る
日

の
執
務
時
間
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
時
間
で
あ
る
日
で
規
則
で
定
め
る
も

の
に
退
庁
時
か
ら
引
き
続
い
て
行
わ
れ
る
宿
直
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額

は
、
６
，
６
０
０
円
）
を
宿
日
直
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務

時
間
が
５
時
間
以
内
の
場
合
は
そ
の
勤
務
１
回
に
つ
き
２
，
２
０
０
円
と
す

る
。

２
略

（
期
末
手
当
）

第
２
０
条

略
２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額

に
１
０
０
分
の
１
２
５
を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職
員
の
在
職

期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

(1
)～

(4
)
略

３
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対

す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
７

０
」
と
す
る
。

４
～
６

略

（ 4 ）



改
正
後

改
正
前

（
勤
勉
手
当
）

第
２
１
条

略
２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に

、
任
命
権
者
が
規
則
で
定
め
る

基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
当
該
職
員
に
所
属
す
る
次

の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

(1
)

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当

該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現

在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員

に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡

し
た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手

当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域

手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た

額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

１
０
０
分
の
１
０
５
、
１
２
月
に
支

給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
１
０
７
．
５
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

(2
)
前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
職
員
の

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
６
月
に
支
給

す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
５
０
、

１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０

０
分
の
５
２
．
５
を
乗
じ
て
得
た
額

の
総
額

３
～
５

略

（
勤
勉
手
当
）

第
２
１
条

略
２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額

に
、
任
命
権
者
が
規
則
で
定
め
る

基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
当
該
職
員
に
所
属
す
る
次

の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

(1
)

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当

該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現

在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員

に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡

し
た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手

当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域

手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た

額
に
１
０
０
分
の
１
０
５
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

(2
)
前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
職
員
の

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
５
０
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

３
～
５

略

（ 5 ）



一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
２
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
通
勤
手
当
）

第
１
０
条
の
５

略
２

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
支
給
単
位
期

間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
額

か
ら

、
そ

の
額

に
規

則
で

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

を
減

じ
た

額
）
と
す
る
。

(1
)
略

(2
)
前
項
第
２
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
６
６
，
４
０

０
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
自
動
車

等
の
使
用
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
規

則
で
定
め
る
額

（
通
勤
手
当
）

第
１
０
条
の
５

略
２

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
支
給
単
位
期

間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
額

か
ら

、
そ

の
額

に
規

則
で

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

を
減

じ
た

額
）
と
す
る
。

(1
)
略

(2
)
前
項
第
２
号
に
掲
げ
る
職
員

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
支

給
単
位
期
間
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

ア
自
動
車
等
の
使
用
距
離
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
使
用
距
離
」
と

い
う
。
）
が
片
道
２
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
以
上
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

る
職
員

２
，
０
０
０
円

イ
使
用
距
離
が
片
道
５
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
以
上
１
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

で
あ
る
職
員

４
，
２
０
０
円

ウ
使
用
距
離
が
片
道
１
０
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
１
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

７
，
３
０
０
円

エ
使
用
距
離
が
片
道
１
５
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
２
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

１
０
，
４
０
０
円

オ
使
用
距
離
が
片
道
２
０
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
２
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

１
３
，
５
０
０
円

カ
使
用
距
離
が
片
道
２
５
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
３
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

１
６
，
６
０
０
円

キ
使
用
距
離
が
片
道
３
０
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
３
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

１
９
，
７
０
０
円

ク
使
用
距
離
が
片
道
３
５
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
４
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

２
２
，
８
０
０
円

（ 6 ）



改
正
後

改
正
前

３
～
６

略

（
期
末
手
当
）

第
２
０
条

略
２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に

１
０
０
分
の
１
２
６
．
２
５
を

乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職
員

の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

(1
)～

(4
)
略

３
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す

る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
６
．
２
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０

分
の
７
１
．
２
５
」
と
す
る
。

４
～
６

略

（
勤
勉
手
当
）

第
２
１
条

略
２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に

、
任
命
権
者
が
規
則
で
定
め
る

基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

ケ
使
用
距
離
が
片
道
４
０
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
４
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

２
５
，
９
０
０
円

コ
使
用
距
離
が
片
道
４
５
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
５
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

２
９
，
１
０
０
円

サ
使
用
距
離
が
片
道
５
０
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
５
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

３
２
，
３
０
０
円

シ
使
用
距
離
が
片
道
５
５
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
職
員

３
５
，
５
０
０
円

ス
使
用
距
離
が
片
道
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員

３
８
，

７
０
０
円

３
～
６

略

（
期
末
手
当
）

第
２
０
条

略
２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額

に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

１
０

０
分

の
１

２
５

、
１

２
月

に
支

給
す

る
場

合
に

は
１

０
０

分
の

１
２

７
．
５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
か
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る

当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

(1
)～

(4
)
略

３
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対

す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は

、
同

項
中

「
１

０
０

分
の

１
２

５
」

と
あ

る
の

は
「

１
０

０
分

の
７

０
」

と
、

「
１

０
０

分
の

１
２

７
．

５
」

と
あ

る
の

は
「

１
０

０
分

の
７

２
．
５
」
と
す
る
。

４
～
６

略

（
勤
勉
手
当
）

第
２
１
条

略
２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額

に
、
任
命
権
者
が
規
則
で
定
め
る

基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

（ 7 ）



改
正
後

改
正
前

て
、
任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
当
該
職
員
に
所
属
す
る
次

の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

(1
)

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当

該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現

在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員

に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡

し
た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手

当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域

手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た

額
に
１
０
０
分
の
１
０
６
．
２
５
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

(2
)
前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
職
員
の

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
５
１
．
２
５
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

３
～
５

略

て
、
任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
当
該
職
員
に
所
属
す
る
次

の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

(1
)

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当

該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現

在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員

に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡

し
た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手

当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域

手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た

額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

１
０
０
分
の
１
０
５
、
１
２
月
に
支

給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
１
０
７
．
５
を

乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

(2
)
前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
職
員
の

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
６
月
に
支
給

す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
５
０
、

１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０

０
分
の
５
２
．
５
を
乗
じ
て
得
た
額

の
総
額

３
～
５

略

（ 8 ）



市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
３
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

第
４
条
の
２

市
長
等
の
期
末

手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
２
年
大
村
市
条
例
第
２
８
号
）
の
適
用
を
受

け
る

職
員

（
以

下
「

一
般

職
の

職
員

」
と

い
う

。
）

の
例

に
よ

る
。

た
だ

し
、
同
条
例
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
１

０
０
分
の
１
２
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
１
７
２
．
５
」
と
、
「
１

０
０

分
の

１
２

７
．

５
」

と
あ

る
の

は
「

１
０

０
分

の
１

７
７

．
５

」
と

し
、
同
条
第
４
項
の
期
末
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
給
料
月
額
に
１
０
０

分
の
１
１
５
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

第
４
条
の
２

市
長
等
の
期
末

手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
２
年
大
村
市
条
例
第
２
８
号
）
の
適
用
を
受

け
る

職
員

（
以

下
「

一
般

職
の

職
員

」
と

い
う

。
）

の
例

に
よ

る
。

た
だ

し
、
同
条
例
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
１

０
０
分
の
１
２
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
１
７
２
．
５
」
と
し
、

同
条
第
４
項
の
期
末
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
給
料
月
額
に
１
０
０
分
の

１
１
５
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（ 9 ）



市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
４
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

第
４
条
の
２

市
長
等
の
期
末

手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
２
年
大
村
市
条
例
第
２
８
号
）
の
適
用
を
受

け
る

職
員

（
以

下
「

一
般

職
の

職
員

」
と

い
う

。
）

の
例

に
よ

る
。

た
だ

し
、
同
条
例
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
１

０
０

分
の

１
２

６
．

２
５

」
と

あ
る

の
は

、
「

１
０

０
分

の
１

７
５

」
と

し
、
同
条
第
４
項
の
期
末
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
給
料
月
額
に
１
０
０

分
の
１
１
５
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

第
４
条
の
２

市
長
等
の
期
末

手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
２
年
大
村
市
条
例
第
２
８
号
）
の
適
用
を
受

け
る

職
員

（
以

下
「

一
般

職
の

職
員

」
と

い
う

。
）

の
例

に
よ

る
。

た
だ

し
、
同
条
例
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
１

０
０
分
の
１
２
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
１
７
２
．
５
」
と
、
「
１

０
０

分
の

１
２

７
．

５
」

と
あ

る
の

は
「

１
０

０
分

の
１

７
７

．
５

」
と

し
、
同
条
第
４
項
の
期
末
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
給
料
月
額
に
１
０
０

分
の
１
１
５
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（ 10 ）



大
村
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
５
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

第
５
条

略
２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に

、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

１
０
０
分
の
１
７
２
．
５
、
１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
１

７
７
．
５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け

る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

(1
)～

(4
)
略

３
略

第
５
条

略
２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額

に
１
０
０
分
の
１
７
２
．
５
を
乗

じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在

職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

(1
)～

(4
)
略

３
略

（ 11 ）
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当
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各
号
に
定
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割
合
を
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じ
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と
す
る
。

(1
)～
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)
略

３
略

第
５
条

略
２

期
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手
当
の
額
は
、
期
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手
当
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礎
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に
、
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月
に
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給
す
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１
０
０
分
の
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．
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、
１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
１

７
７
．
５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け

る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

(1
)～

(4
)
略

３
略
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